
東京都火災予防条例により多数の人命に危険が及ぶと思われる場所での「裸火使用」、「危険物品持ち
込み」は禁止されています。
ただし、行おうとする行為について申請し、消防署長が火災予防上支障がないと承認した場合に、必
要最小限の範囲で行為を行う事が可能になります。事務局では本展における「裸火使用」「危険物品持
ち込み」について、出展者の申請を取りまとめ解除申請を行います。
※申請方法については出展者説明会でご案内いたします。

参考

裸火使用について

※裸火使用に際しての安全措置



危険物品とは

※裸火使用に際しての安全措置

※危険物品の持ち込みに際しての安全措置について

（次ページ参照）に

（次ページ参照）に掲げる可燃性液体および可燃性固体類




